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令和６年２月１日 

 

まちづくり委員会資料 

 

請願の審査 

請願第１５号 高齢者向け優良賃貸住宅の家賃補助継続を求める請願 

 

資    料 川崎市高齢者向け優良賃貸住宅について 

参考資料１ 川崎市高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱 

参考資料２ 川崎市高齢者向け優良賃貸住宅制度実施要領 

参考資料３ 川崎市高齢者向け優良賃貸住宅供給事業補助要綱 

参考資料４ 川崎市高齢者向け優良賃貸住宅供給事業補助要領 

参考資料５ 川崎市高齢者向け優良賃貸住宅の一部の用途の廃止に係る取扱基準 

参考資料６ 認定事業者による高齢者向け優良賃貸住宅の賃貸借契約書（例） 

参考資料７ 認定事業者による家賃補助金交付決定通知書（例） 
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１ 川崎市高齢者向け優良賃貸住宅制度の概要について 

（１）制度の目的 

○高齢者の居住の安定に向け、住宅市場において、バリアフリー化された良好な

居住環境を有する高齢者向けの住宅の効率的な供給を促進し、高齢者向け

の良質な住宅ストックの形成を図ること 

（２）事業概要 

○バリアフリー化や緊急通報システム、生活相談サービスを備えた高齢者向けの

良質な賃貸住宅を建設しようとする民間事業者等に整備費の一部を補助する

とともに、一定期間公的賃貸住宅として管理し、家賃の減額に要する費用の

一部を補助する事業 

（３）住宅の管理期間 

○民間事業者等が認定事業者※１である場合 １０年以上２０年以内 

○公社等が認定事業者である場合 原則として２０年 

（４）入居者の資格 

○６０歳以上の高齢単身者及び高齢者世帯 

（５）建設費補助 

○住宅の建設等に係る費用の６分の１を超えない額（内容に応じて限度額あり）（国 1/2、市 1/2） 

（６）家賃減額補助 

○入居者の家賃の減額に要する費用（入居者の所得に応じて本来家賃※２の０ ３５%の５つの区分に分類して

補助（月額４万円上限））を民間事業者等に補助（国 1/2、市 1/2） 
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川崎市高齢者向け優良賃貸住宅について 資 料 

＜川崎市高齢者向け優良賃貸住宅制度の相関図＞ 

※１ 認定事業者 川崎市高齢者向け優良賃貸

住宅制度要綱第３条に基づく、高齢者向け優良

賃貸住宅の供給計画の認定を受けた事業者 

※２ 本来家賃 川崎市高齢者向け優良賃貸住

宅制度要綱第３条第１項第７号に基づき、賃貸

住宅の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と

均衡を失しないよう定められた家賃のこと 
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（７）経過 

 国の動向 市の動向 

平成 13 年度 

○高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13 年法律第 26 号。以下「高齢者

住まい法」という。）を制定 

○高齢社会の急速な進展に対応し、増大する高齢者単身・夫婦世帯等の居住の安定

を図るため、民間活力を活用し、高齢者の身体機能に対応した設計、設備など高齢

者に配慮した良質な賃貸住宅ストックの早急な形成を促進するために、高齢者向け

優良賃貸住宅制度を法定事業として位置付け。併せて、住宅の整備に要する費用

や家賃の減額に要する費用の一部の補助など、住宅の供給に対する支援措置も法

定事業に位置付け。 

○高齢者住まい法等に基づき、川崎市高齢者向け優良賃貸住宅

認定基準等を平成 13 年 10 月１日に施行し、制度を創設 

平成 23 年度 

○高齢者住まい法等を改正し、高齢者円滑入居賃貸住宅の登録制度※３、高齢者専

用賃貸住宅の登録制度※４及び高齢者向け優良賃貸住宅の認定制度について、簡

素化を図るため、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度に一元化 

○高齢者向け優良賃貸住宅は、国の通知により、地域優良賃貸住宅制度※５要綱及

び地方公共団体が独自に定める要綱に基づき、供給計画の認定や管理等を行うこと

となる。 

 

平成 24 年度 

 ○地域優良賃貸住宅制度要綱に基づき、高齢者向け優良賃貸

住宅事業を継続することとし、川崎市高齢者向け優良賃貸住宅

制度要綱等を平成 24 年４月１日に施行 

平成 27 年度 

 ○居住支援制度等による民間賃貸住宅などを活用した高齢者の

入居支援やサービス付き高齢者向け住宅の供給動向を勘案し、

高齢者向け優良賃貸住宅の新規の事業者募集を停止 

※３ 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録制度 高齢者が住宅を確保するにあたり、入居先の確保を容易にするために、高齢者の入居を拒まない賃貸住宅の情報を、事業者が都道府県等に登

録し、公開する制度で、平成 13 年に創設 

※４ 高齢者専用賃貸住宅の登録制度 高齢者単身・夫婦世帯など専ら高齢者世帯に賃貸する「高齢者専用賃貸住宅」 について、より詳細な情報を事業者が都道府県知事等に登録し、そ

の情報を高齢者等に提供する制度で、平成 17 年に創設 

※５ 地域優良賃貸住宅制度 高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯等、各地域における居住の安定に特に配慮が必要な世帯の居住の用に供する、居住環境の良好な賃貸住宅の供給を

促進するため、賃貸住宅の整備等に要する費用に対する助成や家賃の減額に対する助成を行う制度で、平成 19 年に創設 
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２ 市内認定住宅について 

○本市における、これまでの延べの認定住宅は、8 住宅 244 戸（うち川崎市住宅供給公社 141 戸、民間事業者 103 戸）である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 管理期間が終了する住宅に対する対応方針について 

○管理期間が終了する住宅毎に、入居中の高齢者の居住の安定を図るための対応や、高齢者向け住宅の役割を踏まえた住宅の活用方法について、認定事業者と協議し、

事業者の自主的な取組を促していく。 

 

４ 管理期間が終了する住宅に対するこれまでの対応について 

（１）ビバース境町住宅（住宅供給公社）に対する対応 

○令和 2 年 7 月から、住宅供給公社と、管理期間終了に伴う対応について協議を開始 

○令和３年 2 月に、住宅供給公社から入居者、連帯保証人及び身元引受人（以下「入居者等」という。）に対して、管理期間終了時の入居者が居住を継続する場

合は、その時点の本来家賃から、家賃補助額の半分に相当する額を減額した契約家賃とする特例措置（以下「家賃減額特例措置」という。）を行う旨の文書を送付 

○令和３年 12 月に、住宅供給公社から入居者等に対して、管理期間終了後の家賃減額特例措置による具体的な契約家賃額を提示し、併せて、居住の継続が困難

な入居者に対しては、公社が運営する「すまいの相談窓口」において、住み替えサポートを行うことも説明 

○令和 3 年 12 月に、住宅供給公社が、管理期間終了後の住宅の活用として、高齢者向け住宅の役割を踏まえ、一部を高齢者のみ入居可能な住宅とし、残りをセーフ

ティネット登録住宅とすることを決定 

○令和 4 年 6 月に、住宅供給公社から入居者等に対して、管理期間が終了を迎える旨の通知文を送付 

○令和 4 年 9 月 30 日に管理期間終了 

住宅名 所在 事業者 住宅管理会社 住戸数 管理期間

1 ビバース境町 川崎区境町 住宅供給公社 住宅供給公社 30戸
（管理期間終了）

H14.10.1 R4.9.30

2 ビスターリ宮の下 多摩区菅北浦2丁目 民間事業者 住宅供給公社 24戸
（21戸に変更※）

H16.9.1 R6.8.31

3 ビバース日進町 川崎区日進町 住宅供給公社 住宅供給公社 55戸 H17.5.1 R7.4.30
4 ビバース田島町 川崎区田島町 住宅供給公社 住宅供給公社 34戸 H19.5.1 R9.4.30
5 フォレスト等々力 中原区宮内4丁目 民間事業者 住宅供給公社 24戸 H20.5.1 R10.4.30
6 サンシャインみやび 多摩区宿河原3丁目 民間事業者 民間事業者 18戸 H26.4.1 R16.3.31
7 アリエッタ野川 宮前区東野川1丁目 民間事業者 住宅供給公社 37戸 H28.4.1 R18.3.31
8 ビバース久末 高津区久末 住宅供給公社 住宅供給公社 22戸 H28.5.1 R18.4.30

※事業者から、一部住戸が空家となり入居
者募集のための処置を講じたにもかかわら
ず、３月以上入居者がないため、当該住
戸の用途廃止申請があり、国の承認を得
て、R5.12.27 に認定戸数が 21 戸に変
更となった。 
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（２）ビスターリ宮の下住宅（民間事業者）に対する対応 

○令和 4 年 10 月から、住宅の所有者である民間事業者と、管理期間終了に伴う対応について協議を開始し、ビバース境町住宅の対応事例を紹介するなど、現入居者

への対応や高齢者向け住宅の役割を踏まえた活用に関する事業者の主体的な取組を促す。 

○令和 4 年 12 月、令和 5 年 7 月、同年 12 月に、住宅の管理会社である住宅供給公社から入居者等に対して、管理期間が終了を迎える旨の通知文を送付 

○令和 5 年 6 月に、民間事業者から、管理期間終了後は一般賃貸住宅とする意向が示される。（今後、居住の継続が困難な入居者に対しては、「すまいの相談窓口」

において、住み替えサポートを実施予定） 

※令和 6 年 8 月 31 日に管理期間終了予定 

（３）ビバース日進町住宅（住宅供給公社）に対する対応 

○令和 4 年 10 月に、入居者代表者ほか１名に対して、今後の対応について説明 

○令和 4 年 12 月に、住宅供給公社から入居者等に対して、管理期間が終了を迎える旨の通知文を送付 

○令和 5 年 3 月に、入居者からの要望に応じて説明を実施 

○令和 5 年 7 月から、住宅供給公社と、管理期間終了に伴う具体的な対応について協議を開始 

○令和 5 年 11 月に、住宅供給公社から入居者等に対して、ビバース境町住宅と同様に、管理期間終了後の家賃減額特例措置を行う旨の文書を送付（今後、居住の

継続が困難な入居者に対しては、「すまいの相談窓口」において、住み替えサポートを実施予定） 

○令和 5 年 11 月に、住宅供給公社が、管理期間終了後の住宅の活用として、高齢者向け住宅の役割を踏まえ、一部を高齢者のみ入居可能な住宅とし、残りをセーフ

ティネット登録住宅とすることを決定 

※令和 7 年 4 月 30 日に管理期間終了予定 

 

５ 請願の要旨に対する本市の見解について 

（１）請願の要旨 

高齢者向け優良賃貸住宅の家賃補助を建物建築から 20 年目以降も継続してください。 

（２）市の見解 

高齢者向け優良賃貸住宅の家賃補助期間につきましては、これまでも入居者、連帯保証人及び身元引受人に対して説明し、ご理解の上、入居いただいているものと認

識しております。家賃補助期間の延⾧については、既に退去された方もいらっしゃることや、他の賃貸住宅にお住いの高齢者の方との公平性の観点などから難しいと考えてお

ります。 

管理期間の終了に伴い、居住の継続が困難な入居者に対しましては、住宅供給公社が運営する「すまいの相談窓口」において、丁寧に住み替えのサポートを実施してま

いります。 



川崎市高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱 

 

平成２４年４月１日 

２３川ま備第１８９５号市長決裁 

 

(目的) 

第１条 この要綱は、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促

進するための措置を講じることにより、高齢者の居住の安定の確保を図り、も

って福祉の増進に寄与するため、国の定める地域優良賃貸住宅制度要綱（平成

１９年３月２８日国住備第１６０号）及びその他関連通知等に定めるもののほ

か、必要な事項を定めることを目的とする。 

(供給計画の認定) 

第２条 良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の整備及び管理を行おう

とする者は、当該賃貸住宅の整備及び管理に関する計画（以下「供給計画」と

いう。）を作成し、市長の認定を申請することができる。 

２ 供給計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(１) 賃貸住宅の位置 

(２) 賃貸住宅の戸数 

(３) 賃貸住宅の規模並びに構造及び設備 

(４) 賃貸住宅の整備に関する資金計画 

(５) 賃貸住宅の入居者の資格に関する事項 

(６) 賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項 

(７) 賃貸住宅の管理の方法及び期間 

(８) 賃貸住宅の整備の事業の実施時期 

(認定の基準) 
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第３条 市長は、前条第１項の規定による認定の申請があった場合において、当

該申請に係る供給計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定

をすることができる。 

(１) 賃貸住宅の戸数が、別に定める戸数以上であること。 

(２) 賃貸住宅の規模並びに構造及び設備（加齢対応構造等であるものを除く。

）が、別に定める基準に適合するものであること。 

(３) 賃貸住宅の加齢対応構造等が、別に定める基準に適合するものであること。 

(４) 賃貸住宅の整備に関する資金計画が、当該整備を確実に遂行するため適切

なものであること。 

(５) 賃貸住宅の管理期間が、別に定める期間以上であること。 

(６) 賃貸住宅の入居者の資格を、自ら居住するため住宅を必要とする高齢者

（別に定める年齢その他の要件に該当する者に限る。）又は当該高齢者と同

居するその配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあ

るものを含む。以下同じ。）とするものであること。 

(７) 賃貸住宅の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう

定められるものであること。 

(８) 賃貸住宅の入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件が、別に定める

基準に従い適正に定められるものであること。 

(９) 賃貸住宅の賃貸人が、賃貸住宅の事業の実施に必要な資力及び信用並びに

これを的確に行うために必要な能力を有する者で、賃貸住宅の管理を委託し、

又は賃貸住宅を転貸する事業を行う者（以下「転貸事業者」という。）に賃

貸する場合にあっては、当該委託を受けて管理を行う者又は転貸事業者が別

に定める基準に適合する者であること。 

(10) 第６号から前号までに掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が別に定

める基準に適合するものであること。 
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(11) 申請を行おうとする者及び委託を受けて賃貸住宅の管理を行う者又は転貸

事業者（それぞれが法人である場合においては、代表者及び役員）が、暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第６号に規定する暴力団員でないこと。 

(12) 緊急時対応サービス（入居者に対する事故、急病、負傷等に対し、夜間も

含め緊急時に迅速かつ適切に対応するサービス）を提供しうるよう、社会福

祉施設、民間の警備業者等との提携等による一時的対応、医療機関等への緊

急連絡等を行う体制の整備が行われていること。  

(13) 原則として、生活相談サービス（入居者が日常生活を支障なく営むことが

できるようにするために入居者からの相談に応じ必要な助言を行うサービス

）の体制の整備が行われていること。 

(14) 川崎市高齢者居住安定確保計画に照らして適切なものであること。 

２ 前項の認定を受けた者（以下「認定事業者」という。）が、供給計画に定め

る事業着手年月日経過後６月以内に事業に着手しない場合､原則として供給計

画の取り下げがあったものとみなす。 

 (供給計画の認定の通知) 

第４条 市長は、前条第１項の認定をした場合、速やかに、その旨を認定事業者

に通知するものとする。 

(供給計画の変更) 

第５条 認定事業者は、第３条第１項の認定を受けた供給計画（以下「認定計画

」という。）の変更（別に定める軽微な変更を除く。）をしようとする場合、

市長の認定を受けなければならない。 

２ 前２条の規定は、前項の場合について準用する。 

(高齢者向け優良賃貸住宅の配慮入居) 

第６条 認定事業者は、認定計画（変更があったときは、その変更後のも
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の。）に基づき整備が行われる又は行われた賃貸住宅（以下「高齢者

向け優良賃貸住宅」という。）の全部又は一部について、別に定める

期間以上第３条第１項第６号に規定する資格を有する入居者が確保で

きない場合、市長の承認を受けて、川崎市地域住宅計画に記載した配

慮入居者に賃貸し、又は転貸事業者に転貸させることができる。 

２ 前項の規定により賃貸し、又は転貸事業者に転貸させる場合におい

ては、当該賃貸借又は転貸借を、借地借家法（平成３年法律第９０号

）第３８条第１項の規定による建物賃貸借（以下「定期建物賃貸借」

という。）（別に定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。

）としなければならない。 

 （報告の徴収） 

第７条 市長は、認定事業者に対し、高齢者向け優良賃貸住宅の整備又

は管理の状況について報告を求めることができる。 

 （地位の承継） 

第８条 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から高齢者向け優良賃

貸住宅の敷地の所有権その他当該高齢者向け優良賃貸住宅の整備及び

管理に必要な権原を取得した者は、市長の承認を受けて、当該認定事

業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。 

 （改善命令） 

第９条 市長は、認定事業者が認定計画に従って高齢者向け優良賃貸住

宅の整備又は管理を行っていないと認める場合、当該認定事業者に対

し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を取るべきことを命

ずることができる。 

 （計画の認定の取消し） 

第１０条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当する場合、
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計画の認定を取り消すことができる。 

(１) 第６条第２項の規定に違反したとき。 

(２) 前条の規定による命令に違反したとき。 

(３) 不正な手段により計画の認定を受けたとき。 

２ 第４条の規定は、市長が前項の規定による取消しをした場合につい

て準用する。 

 （整備に要する費用の補助） 

第１１条 市長は、認定事業者に対して、高齢者向け優良賃貸住宅の整

備に要する費用の一部を補助することができる。 

 （家賃の減額に要する費用の補助） 

第１２条 市長は、認定事業者が入居者の居住の安定を図るため高齢者

向け優良賃貸住宅の家賃を減額する場合においては、当該認定事業者

に対し、その減額に要する費用の一部を補助することができる。 

（高齢者向け優良賃貸住宅の用途の廃止） 

第１３条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長

と協議のうえ、高齢者向け優良賃貸住宅としての用途を廃止すること

ができる。 

(１) 災害、老朽化等により高齢者向け優良賃貸住宅として引き続き管理するこ

とが不適当な場合 

(２) 建替えを行うため必要がある場合 

(３) 都市計画事業等を施行するため必要がある場合 

(４) 高齢者向け優良賃貸住宅の一部の用途の廃止は、管理開始後１０年以上経

過し、社会・経済情勢の変化等により空家となり、入居者募集のための処置

を講じたにもかかわらず入居者がないもの 

 （実施の細目） 
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第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、別に定

めるところによるものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 （廃止） 

２ 川崎市高齢者向け優良賃貸住宅認定基準（平成１３年１０月１日１３川ま備

第３２１号。以下「認定基準」という。）は、廃止する。 

 （経過措置） 

３ この要綱の施行前に管理開始した住宅の供給計画の認定については、認定基

準の規定は、この要綱の施行後も、なお効力を有する。 

   附 則 

この要綱は、平成２５年３月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和５年１１月７日から施行する。 
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川崎市高齢者向け優良賃貸住宅制度実施要領 

 

平成２４年４月１日 

２３川ま備第１８９５号市長決裁 

 

 (目的) 

第１条  この要領は、川崎市高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱（平成２４年 

４月１日付け２３川ま備第１８９５号。以下「要綱」という。）第１４条に基

づき、川崎市高齢者向け優良賃貸住宅制度を実施する上で必要な事項を定める

ことを目的とする。 

（定義） 

第２条  この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(１) 耐火構造の住宅 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号

の２イに掲げる基準に適合する住宅をいう。 

(２) 準耐火構造の住宅 耐火構造の住宅以外の住宅で、建築基準法第２条第９

号の３イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を

有する構造の住宅として独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財

務及び会計に関する省令（平成１９年財務省・国土交通省令第１号）第３９

条第３項各号に掲げる要件に該当するものをいう。 

(３) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則（平成５年建

設省令第１６号）第１条第３号に規定する所得をいう。 

 (供給計画の認定の申請) 

第３条 要綱第２条第１項の規定による認定の申請は、川崎市高齢者向け優良賃

貸住宅供給計画認定申請書（第１号様式）を市長に提出して行うこととする。 
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２ 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 

(１) 賃貸住宅の位置を表示した付近見取図 

(２) 縮尺、方位、賃貸住宅の敷地の境界線及び敷地内における賃貸住宅の位置

を表示した配置図 

(３) 縮尺、方位、賃貸住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各

階平面図 

(４) 認定を申請しようとする者が当該認定に係る賃貸住宅の整備をしようとす

る場合にあっては、当該賃貸住宅の敷地となるべき土地の区域内の土地の所

有権又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは

使用貸借による権利を有するものであることを証する書類 

(５) 認定を申請しようとする者が当該認定に係る賃貸住宅を有する場合にあっ

ては、次に掲げる書類 

 ア 当該申請しようとする者が当該賃貸住宅を有する者であることを証する

書類 

 イ 当該申請しようとする者が当該賃貸住宅の敷地である土地の区域内の土

地の所有権又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権

若しくは使用貸借による権利を有するものであることを証する書類 

(６) 認定を申請しようとする者が当該認定に係る賃貸住宅の賃借権又は使用貸

借による権利を有する場合にあっては、次に掲げる書類 

 ア 当該申請しようとする者が当該権利を有する者であることを証する書類 

 イ 当該申請しようとする者が当該賃貸住宅の敷地である土地の区域内の土

地の所有権又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借

権若しくは使用貸借による権利を有するものであることを証する書類 

 ウ 当該申請しようとする者が要綱第２条第１項に規定する高齢者向けの賃

貸住宅の整備及び管理を行うことについて当該賃貸住宅を有する者が承
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諾したことを証する書類 

 (７) 近傍同種の住宅の家賃の額を記載した書類 

 (８) 認定を申請しようとする者が法人である場合においては、印鑑証明書、

登記事項証明書、定款、直近の法人市民税の納税証明書並びに直前３年の各

事業年度の貸借対照表及び損益計算書 

 (９) 認定を申請しようとする者が個人である場合においては、印鑑証明書、

住民票の写し、直近の市民税の納税証明書及び資産に関する調書 

(10) 申請を行おうとする者及び委託を受けて賃貸住宅の管理を行うもの又は

転貸事業者（それぞれが法人である場合においては、代表者及び役員）が、

暴力団員でないことの誓約書 

(11) 賃貸住宅の整備に関する資金計画を記載した書類 

(12）緊急時対応サービス及び生活相談サービスに関する事項を記載した書類 

(13) 前号に関する事項の他、認定を申請しようとする者が任意に実施する入

居者の要望に応じて入居者の生活を支援するためのサービスに関する事項を

記載した書類 

(14) その他市長が必要と認める書類 

３ 要綱第４条の規定により、市長は、川崎市高齢者向け優良賃貸住宅供給計

画認定申請書を受理したときは、その内容を審査した上、適当と認めるとき

は、川崎市高齢者向け優良賃貸住宅供給計画認定書（第２号様式）により、

認定事業者に通知するものとする。 

 (認定戸数) 

第４条 要綱第３条第１項第１号の別に定める戸数は、原則として１０戸以上と

する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、５戸以上とすることができる。 

(規模、構造及び設備の基準) 

第５条 要綱第３条第１項第２号の別に定める規模並びに構造及び設備の基準は、
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次のとおりとする。 

(１) 各戸の床面積（共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。）が、３

０平方メートル以上５５平方メートル以下であること。ただし、市長が特に

必要と認める場合は、単身者向け住戸として、２５平方メートル以上３０平

方メートル未満とすることができる。 

(２) 耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅（防火上及び避難上支障がないと市

長が認めるものを含む。）であること。 

(３) 原則として、各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備え

たものであること。 

(４) 原則として床面積３０平方メートル以上の高齢者交流施設を設けなければ

ならない。ただし、市長が必要でないと認める場合はこの限りでない。 

(５) 原則として、新築の賃貸住宅とする。ただし、要綱第３条に基づき再認定

する場合にあってはこの限りでない。 

(６) 地域優良賃貸住宅整備基準（平成１９年３月２８日付け国住備第１６４号

に適合すること。 

(７) 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年法律第 81 号。以下「品

確法」という。）第５条第 1 項に定める設計住宅性能評価書を取得すること。 

(加齢対応構造等である構造及び設備の基準) 

第６条 要綱第３条第１項第３号の別に定める基準は、次に掲げるものとする。 

(１) 床は、原則として段差のない構造のものであること。 

(２) 主たる廊下の幅は、７８センチメートル（柱の存する部分にあっては、７

５センチメートル）以上であること。 

(３) 主たる居室の出入り口の幅は７５センチメートル以上とし、浴室の出入口

の幅は６０センチメートル以上であること。 

(４) 浴室の短辺は１３０センチメートル（一戸建ての住宅以外の住宅の用途に
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供する建築物内の住宅の浴室にあっては、１２０センチメートル）以上とし、

その面積は２平方メートル（一戸建ての住宅以外の住宅の用途に供する建築

物内の住宅の浴室にあっては、１．８平方メートル）以上であること。 

(５) 住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。 

  Ｔ≧１９．５ 

  Ｒ÷Ｔ≦２２÷２１ 

  ５５≦Ｔ＋２Ｒ≦６５ 

 （Ｔ及びＲは、それぞれ次の数値を表すものとする。以下同じ。 

  Ｔ 踏面の寸法（単位 センチメートル） 

  Ｒ けあげの寸法（単位 センチメートル）） 

(６) 主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。 

  Ｔ≧２４ 

５５≦Ｔ＋２Ｒ≦６５ 

(７) 便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること。 

(８) 階数が２以上である共同住宅の用途に供する建築物には、原則として当該

建築物の出入口のある階に停止するエレベーターを設けること。 

(９) 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第３４条第１項９号の国土

交通大臣の定める基準（平成１３年国土交通省告示第１２９６号）に適合す

ること。 

(管理期間) 

第 ７条  要綱第３条第１項第５号の別に定める期間は、次の各号に掲げる

ものとする。 

(１) 地 域 優 良 賃 貸 住 宅 制 度 要 綱 （平 成 １９年 ３月 ２８日 国 住 備 第 １６０号 。以

下 「地 優 賃 要 綱 」という。）第２条第２号に定める民間事業者等が認定事

業者である場合、１０年以上２０年以内とする。 
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(２ ) 地優賃要綱第２条第４号に定める公社等が認定事業者である場

合、原則として２０年とする。 

(入居に係る年齢その他の要件) 

第８条 要綱第３条第１項第６号の別に定める年齢その他の要件は、次の各号の

すべてに該当することとする。 

(１) ６０歳以上の者 

(２) 次に掲げる要件のいずれかに該当する者 

 ア 同居する者がない者 

 イ 同居する者が配偶者、６０歳以上の親族又は入居者が病気にかかってい

ることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要である

と市長が認める者 

(３) 所得が４８万７千円以下の者 

(入居者の募集の方法及び選定の方法並びに賃貸の条件に関する基準) 

第９条 要綱第３条第１項第８号の別に定める基準は、次条から第１６条までに

定めるとおりとする。 

 (入居者の募集方法) 

第１０条 賃貸住宅を要綱第３条第１項第６号に規定する資格を有する者に賃貸

する者（以下「一般賃貸人」という。）は、原則として賃貸住宅の入居者を公

募しなければならない。 

２ 前項の規定による公募（以下「公募」という。）は、入居の申込みの期間の

初日から起算して少なくとも１週間前に、川崎市の広報誌掲載、掲示等の方法

により広告して行わなければならない。 

３ 公募は、棟ごと又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を市長にあらか
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じめ提出（空家入居者の募集については、第２号及び第３号を除く。）した後、

当該事項を明示して行わなければならない。 

(１) 賃貸する住宅が高齢者向け優良賃貸住宅であること。 

(２) 賃貸住宅所在地、戸数、規模及び構造 

(３) 一般賃貸人の名称及び主たる事務所の所在地 

(４) 入居者の資格 

(５) 家賃その他の賃貸の条件 

(６) 入居の申込みの期間及び場所 

(７) 申込みに必要な書面の種類 

(８) 入居者の選定方法 

４ 前項第６号の申込みの期間は、少なくとも１週間としなければならない。 

５ 川崎市営住宅条例（昭和３７年川崎市条例第３２号。以下「市営住宅条例」

という。）第６条第１号から第６号までに該当する者及び市内の福祉施設等に

居住する者など市長が特に必要と認めるものにあっては、公募によらず入居さ

せることができる。 

 （入居者の選定） 

第１１条 入居の申込みを受理した戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合、一般賃

貸人は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。 

 （入居者の選定の特例） 

第１２条 一般賃貸人は、特に居住の安定を図る必要がある者として、次に定め

る要件及び戸数により、前２条に定めるところによる入居者の選定に係る措置

を講ずるものとする。 

(１) 次の要件については、原則として賃貸住宅の全戸数とする。 

ア 市営住宅条例第８条第１項第１号に定める者 

イ 原則として川崎市高齢者向け優良賃貸住宅に入居していない者 
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ウ 要綱第３条に基づき再度認定を受ける賃貸住宅の従前居住者 

(２) 次の要件ごとに、それぞれ市長が指示する戸数とする。 

ア 市営住宅条例第６条第１号から第６号のいずれかに該当する者 

イ 市内の福祉施設等に住所を有する者 

ウ 住宅の建替えにより賃貸住宅が供給される場合、当該建替えに係る住

宅の従前居住者 

エ その他特に居住の安定を図る必要がある者として、市長が認める者 

 （契約の解除） 

第１３条 一般賃貸人は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したとき

は、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約（サービスの提供に関する契約の締結を賃

貸借契約の条件とする契約（以下「賃貸条件型サービス契約」という。）を締

結する場合にあっては、賃貸借契約及び賃貸条件型サービス契約）の解除をす

ることを賃貸の条件としなければならない。 

 （前払家賃の算定の基礎となる家賃の月額等の明示等） 

第１４条 一般賃貸人は、高齢者住まい法第５２条の認可を受けて賃借人の終身

にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領する場

合にあっては、当該前払家賃の算定の基礎となる家賃の月額、賃借人の終身に

わたる居住が余命等を勘案して想定される期間（以下「想定居住期間」という。

）、想定居住期間に係る前払家賃の額及び賃借人が想定居住期間を超えて居住

する場合の前払家賃の額並びに家賃の額の改定の方法について、書面で明示し

なければならない。 

２ 一般賃貸人は、前項の場合にあっては、賃借人が想定居住期間の経過前に退

去する際には、想定居住期間に係る前払家賃の額のうち当該退去の日後の想定

居住期間に係る額を返還することを賃貸の条件としなければならない。 

（賃貸条件の制限） 
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第１５条 賃貸人は、毎月その月分の家賃を受領すること、終身にわたって受領

すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領すること（高齢者住ま

い法第５２条の認可を受けた場合に限る。）、家賃の３月分を超えない額の敷

金を受領すること及び賃貸条件型サービス契約においてサービスを提供する者

に提供すべきサービスの対価として金銭を受領させることを除くほか、賃借人

から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを

賃貸の条件としてはならない。 

 （転貸の条件） 

第１６条 賃貸住宅を転貸事業者に賃貸する賃貸人は、入居者の資格、入居者の

選定方法、家賃その他転貸の条件に関し、要綱第３条第１項第６号、第７号及

び第８号の規定に準じて転貸事業者が当該賃貸住宅を賃貸することを賃貸の条

件としなければならない。 

 （賃貸住宅の賃貸人等の基準） 

第１７条 要綱第３条第１項第９号の別に定める基準は、賃貸住宅の管理を行う

ために必要な資力及び信用並びにこれを的確に行うために必要な能力を有する

者で、次のいずれかに該当する者であることとする。 

(１) 川崎市住宅供給公社 

(２) 前号に掲げる者のほか、まちづくり局長が別に定める基準に適合する者 

 （賃貸住宅の管理の方法の基準） 

第１８条 要綱第３条第１項第１０号の別に定める管理の方法の基準は、次のと

おりとする。 

(１) 賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること。 

(２) 賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書

類その他の賃貸住宅に関する事業の収支状況を明らかにするために必要な書

類が備え付けられるものであること。 
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(３) 高齢者が入居する賃貸住宅の管理に係る指針（平成１３年国土交通省告示

第１３００号）に従い、賃貸住宅の管理を適正に行うこと。 

（供給計画の変更） 

第１９条 要綱第５条第１項の規定により、認定事業者が、供給計画の変更を申

請するときは、川崎市高齢者向け優良賃貸住宅供給計画変更認定申請書（第３

号様式）により、市長へ申請しなければならない。 

２ 市長は、川崎市高齢者向け優良賃貸住宅供給計画変更認定申請書を受理した

ときは、その内容を審査した上、適当と認めるときは、川崎市高齢者向け優良

賃貸住宅供給計画変更認定書（第４号様式）により、認定事業者に通知するも

のとする。 

（供給計画の軽微な変更） 

第２０条 要綱第５条第１項の認定を要しない軽微な変更は、次に掲げるものと

し、認定事業者は川崎市高齢者向け優良賃貸住宅供給計画変更届出書（第５号

様式）により、市長へ届け出るものとする。 

(１) 賃貸住宅の戸数の変更のうち、５分の１未満の戸数の変更（変更後の戸数

が５戸以上である場合に限る。） 

(２) 賃貸住宅の整備の実施時期の変更のうち、整備の着手又は完了の予定年月

日の６月以内の変更 

 （配慮入居に係る期間） 

第２１条 要綱第６条第１項で別に定める期間は、３月とする。 

 （配慮入居による建物賃貸借の期間） 

第２２条 要綱第６条第２項で別に定める期間は、５年とする。 

（高齢者向け優良賃貸住宅の用途の廃止） 

第２３条 認定事業者は、高齢者向け優良賃貸住宅が要綱第１３条第１項第１号

から第３号までに規定する事項に該当した場合は、速やかに高齢者向け優良賃
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貸住宅の用途の廃止協議書（第６号様式）により市長と協議しなければならな

い。 

 （委任） 

第２４条 この要領に定めるもののほか必要な事項については、まちづくり局長

が別に定めることができる。  

附 則 

 この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

 この要領は、平成２５年３月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この基準は平成２６年２月１４日から施行する。 

(経過措置) 

２ 施行日前に供給計画の認定を受けた川崎市高齢者向け優良賃貸住宅について

は、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和５年１１月７日から施行する。 
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川崎市高齢者向け優良賃貸住宅供給事業補助要綱 

 

平成１３年１０月１日 

１３川ま備第３２１号市長決裁 

 

第１章 総則 

(目的) 

第１条 この要綱は、川崎市高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱（平成 24 年 4 月 

1 日付け 23 川ま備第 1895 号。以下「要綱」という。）第１１条及び第１２条

に基づき、高齢者向け優良賃貸住宅の建設又は入居者の家賃の減額を行う者に

対し、予算の範囲内においてその費用の一部について補助をするための必要な

事項を定め、高齢者の暮らしに配慮した優良な賃貸住宅の供給の促進と高齢者

の居住の安定を図ることを目的とする。 

(用語の定義) 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

(1) 川崎市高齢者向け優良賃貸住宅 前条の目的を達成するため、要綱第３条

の規定に基づき、市長が供給計画を認定した賃貸住宅をいう。 

(2) 川崎市高齢者向け優良賃貸住宅供給事業 市が前条の目的を達成するため

補助する事業をいう。 

(3) 土地の所有者等 土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権、賃借

権若しくは使用貸借による権利を有するものをいう。 

(4) 認定事業者 要綱第３条第１項の規定に基づき、市長の認定を受けた者を

いう。 

(5) 管理者 川崎市高齢者向け優良賃貸住宅制度実施要領（平成 24年 4月 1日

23

参考資料３



付け 23 川ま備第 1895 号。以下「要領」という。）第１７条に規定する者を

いう。 

(6) 認定計画 要綱第３条第１項の規定に基づき、市長の認定を受けた供給計

画をいう。 

 (7) 管理期間 認定計画に記載された川崎市高齢者向け優良賃貸住宅の管理の

期間をいう。 

(補助対象) 

第３条 川崎市高齢者向け優良賃貸住宅供給事業の補助対象は、次の各号に掲げ

るものとする。 

(1) 住宅の建設等に係る費用 次に掲げる費用を合計した額とする。ただし、

外構工事に要する費用及びその他整備費用として適当と認められないものを

除く。 

ア 主体附帯工事費 地域優良賃貸住宅整備事業対象要綱(平成 19 年 3 月 28 

日付国住備第 161 号。以下「整備事業対象要綱」という。)第４条第１項

第１号に規定する費用 

イ 共同施設工事費 整備事業対象要綱第４条第１項第３号に規定する費用 

(2) 家賃の減額 

第２章 川崎市高齢者向け優良賃貸住宅の建設に係る補助 

 (住宅の建設等に係る補助金の額) 

第４条 住宅の建設等に係る補助金の額は、住宅の建設等に係る費用の６分の１

（当該住宅の階数が１又は２の場合にあっては９分の１）を超えない額とする。

ただし、主体附帯工事費は、専有面積が４４平方メートル未満の住戸数に９０

万円を乗じた額及び専有面積が４４平方メートル以上の住戸数に１００万円を

乗じた額の合計を限度とする。また、共同施設工事費は、５００万円を限度と

し、その他市長が特に必要と認める施設が住宅に併設された場合は、１住戸あ
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たり５０万円を乗じた額を加えた額を限度とする。 

２ 認定事業者が川崎市住宅供給公社の場合は、住宅の建設等に係る費用の３分

の１を乗じた額とすることができる。 

(端数処理) 

第５条 この章における、住 宅 の建 設 等 に係 る補 助 金 の額の算定に当たっ

ては、１，０００円単位の額とし、端数は切り捨てるものとする。 

第３章 家賃の減額等に係る補助 

(家賃減額補助金の額) 

第６条 川崎市高齢者向け優良賃貸住宅の家賃の減額に係る補助金の額は、家賃

と入居者負担額との差額とする。ただし、その差額が月額４０，０００円を超

える場合は月額４０，０００円を限度とする。 

２ 川崎市高齢者向け優良賃貸住宅の入居者負担額は、次の各号のとおりとする。 

(1) 平成２０年８月３１日以前に供給計画を認定した川崎市高齢者向け優良賃

貸住宅については、家賃に、次表に定める入居者の所得に応じた負担率を

乗じた額とする。 

区分 入 居 者 の 所 得 負 担 率 

ア １２３，０００円以下 ０．６５ 

イ １２３，０００円を超え１５３，０００円以下 ０．７５ 

ウ １５３，０００円を超え１７８，０００円以下 ０．８５ 

エ １７８，０００円を超え２００，０００円以下 ０．９５ 

オ ２００，０００円を超える額 １．００ 

(2) 平成２０年９月１日以降に供給計画を認定した川崎市高齢者向け優良賃貸

住宅については、家賃に、次表に定める入居者の所得に応じた負担率を乗

じた額とする。 
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区分 入 居 者 の 所 得 負 担 率 

ア １０４,０００円以下 ０．６５ 

イ １０４,０００円を超え１２３,０００円以下 ０．７５ 

ウ １２３,０００円を超え１３９,０００円以下 ０．８５ 

エ １３９,０００円を超え１５８,０００円以下 ０．９５ 

オ １５８,０００円を超え４８７,０００円以下 １．００ 

３ 入居者の所得の区分は、前年の１０月１日に入居していた者については、前

年１０月１日の現況に基づき毎年１月１日(以下｢区分改定日」という。)に改

めるものとする。また、管理開始日から１年以内に区分改定日に達した場合に

は、１０月１日から１２月３１日までの間に管理開始した川崎市高齢者向け優

良賃貸住宅を除き、管理開始日から１年を経過した日に区分を改めるものとす

る。 

４ 入居者の所得が第２項に掲げる表の上位の区分に移行した場合、入居者負担

額の激変を緩和するため、該当する区分に至るまで、毎年直近上位の区分に移

行したものとみなす。 

５ 家賃を減額するための補助を行う期間は、高齢者向け優良賃貸住宅として管

理されている期間とする。 

６ 家賃の減額に係る補助金の算定に当たっては、１００円単位の額とし、１０

０円未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、月の途中で入居又は退去し

た場合の家賃の減額に係る補助金の額については、１箇月を３０日とした日割

計算によるものとする。また、家賃を変更した場合の家賃の減額に係る補助金

の額については、毎月１日の家賃によるものとする。 

第４章 雑則   

(助言又は指導) 
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第７条 管理者は、川崎市高齢者向け優良賃貸住宅供給事業の適正な施行を確保

するため認定事業者に対し適切な指導・助言を行わなければならない。 

２ 市長は、川崎市高齢者向け優良賃貸住宅供給事業の適正な施行を確保するた

め、認定事業者及び管理者に対し必要な措置を命じること又は助言、勧告等を

行うことができる。 

(実施の細目) 

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、別に定めるところ

によるものとする。 

附 則 

 この要綱は平成１３年１０月１日から施行する。 

附 則 

(施行期日) 

１ この要綱は平成１８年１０月６日から施行する。 

(経過措置) 

２ 既に管理開始している川崎市高齢者向け優良賃貸住宅については、なお従前

の例による。 

附 則 

(施行期日) 

この要綱は平成２０年９月１日から施行する。 

  附 則 

（施行期日） 

この要綱は平成２１年４月１日から施行する。 

  附 則 

（施行期日） 

この要綱は平成２２年４月１日から施行する。 
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  附 則 

 （施行期日） 

この要綱は平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

この要綱は平成２５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

この要綱は平成２６年２月１４日から施行する。 
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川崎市高齢者向け優良賃貸住宅供給事業補助要領 

 

平成１３年１０月１日 

１３川ま備第３２１号市長決裁 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この要領は、川崎市高齢者向け優良賃貸住宅供給事業補助要綱（平成 13

年 10 月 1 日付け 13 川ま備第 321 号。以下「要綱」という。）第８条の規定に

基づき、当該事業の補助金等の交付に関して､川崎市補助金等の交付に関する

規則（平成 13 年川崎市規則第７号）に定めるもののほか必要な事項を定める｡ 

第２章 建設費に係る補助 

（全体設計の承認） 

第２条 認定事業者は、高齢者向け優良賃貸住宅の建設事業の実施が複数年度に

わたるものに係る初年度の補助金の交付申請前に、当該事業費の総額、年度ご

との事業費の額、事業完了予定時期等について、全体設計承認申請書（第１号

様式）を市長に提出しなければならない。なお、当該事業に係る事業費の総額

及び年度ごとの事業費を変更する場合も同様とする。 

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査のうえ適

当と認めた場合は全体設計の承認を決定し、全体設計承認書(第２号様式）に

より認定事業者に通知するものとする。 

（建設費に係る補助金の交付申請） 

第３条 建設費に係る補助金の交付を受けようとする認定事業者は、補助金の交

付の対象となる事業に着手する前に、建設費補助金交付申請書（第３号様式）

を市長に提出しなければならない。 
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（建設費補助金の交付決定） 

第４条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し､

補助金の交付を決定したときは、その内容及び必要な条件を付して建設費補助

金交付決定通知書（第４号様式）により認定事業者に通知するものとする｡ 

（建設費補助金の交付申請等の代行） 

第５条 管理者は、認定事業者から委任を受けた場合にあっては、認定事業者に

代わって建設費補助金の交付申請、請求等の業務を行うことができるものとす

る。 

（事業内容の変更） 

第６条 認定事業者は、補助金の交付決定後において、補助金の額に変更が生じ

る事業内容の変更をしようとするときは、建設費補助金交付変更申請書（第５

号様式）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助

金の額の変更を承認したときは、建設費補助金交付変更決定通知書（第６号様

式）により認定事業者に通知するものとする。 

３ 認定事業者は、補助金の額に変更が生じない事業内容の変更をしようとする

ときは、事業内容の変更報告書（第７号様式）により市長に報告し、その指示

を受けなければならない。 

（事業の中止又は廃止） 

第７条 認定事業者は、補助金の交付決定後において、事業を中止又は廃止しよ

うとするときは、速やかに事業中止(廃止)承認申請書(第８号様式)を市長に提

出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、 事

業の中止又は廃止を承認したときは、事業中止（廃止）承認書（第９号様式）

により認定事業者に通知するものとする。 
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（完了期日の変更） 

第８条 認定事業者は、事業が補助金交付決定通知に付された期日までに完了す

ることが困難となった場合は、事業完了期日変更報告書（第 10 号様式）によ

り市長に報告し、その指示を受けなければならない。 

（事故報告） 

第９条 認定事業者は、事業の遂行が困難になった場合は、速やかにその理由そ

の他必要な事項を事業事故報告書（第 11 号様式）により市長に報告し、その

指示を受けなければならない。 

（遂行命令） 

第１０条 市長は、認定事業者が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件

に従って事業を遂行していないと認めたときは、これらに従って遂行すべきこ

とを命ずることができる。 

２ 市長は、認定事業者が前項の命令に従わなかったときは、事業の一時停止を

命ずることができる。 

（建設費補助金の実績報告） 

第１１条 認定事業者は、事業が完了したときは、速やかに建設費補助実績報告

書（第 12 号様式）に、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法

律第８１号。）第５条第１項に定める建設住宅性能評価書を添えて、市長に提

出しなければならない。 

２ 認定事業者は、事業が翌年度以降にまたがる場合で、建設費補助金の交付決

定に係る会計年度が終了したときは、速やかに建設費補助年度終了報告書（第

13 号様式）を市長に提出しなければならない。 

（建設費補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条第１項の実績報告書を受理したときは、速やかにそ の

内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等を行い、事業の成果が補助金の交
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付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認めた場合は、交付すべ

き補助金の額を確定し、建設費補助金額確定通知書（第 14 号様式）により認

定事業者に通知するものとする。 

２ 市長は、前号の通知をした後に補助金を交付するものとする。 

（建設費補助金の請求） 

第１３条 認定事業者は、前条第１項の通知を受けた後に建設費補助金請求書

（第 15 号様式）を市長に提出し、建設費補助金の請求をするものとする。 

（是正のための措置） 

第１４条 市長は、前条第１項の規定による審査及び現地調査などの結果、事業

の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めた

ときは、適合させるための措置をとるべきことを認定事業者に対して命ずるこ

とができる。 

２ 前項の命令により認定事業者が必要な措置を講じた場合は、第１１条第１項

及び第１２条第１項の規定を準用する。  

第３章 家賃の減額に係る補助 

（家賃減額補助金の交付申請） 

第１５条 家賃の減額に係る補助金の交付を受けようとする認定事業者は、家賃

減額補助金交付申請書（第 16 号様式）に、入居者から徴した家賃補助申請書

（第 17 号様式）、収入計算書（第 18 号様式）、市県民税課税額証明書、住民

票その他必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。なお、新築住

宅又は空き家住宅に新たに入居する者については、入居決定後速やかに申請し

なければならない。 

（家賃減額補助金の交付決定） 

第１６条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、

家賃減額補助金の交付を決定したときは、家賃減額補助金交付決定通知書（第
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19 号様式）により認定事業者に通知するものとする。 

（家賃減額補助金の交付申請等の代行） 

第１７条 管理者は、認定事業者から委任を受けた場合にあっては、認定事業者

に代わって家賃減額補助金の交付申請、補助金の請求等の業務を行うことがで

きるものとする。この場合において、第１９条、第２０条及び第２１条中「認

定事業者」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。  

（家賃減額補助金の変更） 

第１８条 認定事業者は、家賃減額補助金の交付決定後において家賃減額補助金

の額に変更が生じたときは、家賃減額補助金交付変更申請書(第 20 号様式)を

市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、家賃

減額補助の変更を承認したときは、家賃減額補助金交付変更決定通知書（第 21

号様式）により認定事業者に通知するものとする。 

（家賃減額補助金の実績報告） 

第１９条 認定事業者は、当該年度における家賃減額補助金の執行状況について、

当該年度終了後速やかに家賃減額補助実績報告書（第 22 号様式）に家賃減額

明細書を添付し、市長に報告しなければならない。 

（家賃減額補助金の額の確定） 

第２０条 市長は、前条の報告書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、

家賃減額補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認め

たときは、交付すべき家賃減額補助金の額を確定し、家賃減額補助金額確定通

知書（第 23 号様式）により認定事業者に通知するものとする。 

２ 市長は、前号の通知をした後に補助金を交付するものとする。 

（家賃減額補助金の請求） 

第２１条 認定事業者は、前条の通知を受けた後に家賃減額補助金請求書（第 24
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号様式）を市長に提出し、家賃減額補助金の請求をするものとする。ただし、

市長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払

をすることができる。 

第４章 雑則 

（補助金の交付決定の取り消し） 

第２２条 市長は、認定事業者又は管理者が次の各号のいずれかに該当するとき

は建設費補助金又は家賃減額補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すこと

ができる。 

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金を当該事業以外の用途に使用したとき。 

(3) 高齢者向け優良賃貸住宅が空き家になったとき。 

(4) 当該高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画の認定が取り消されたとき。 

(5) 要綱又はこの要領若しくは関係法令の規定に違反したとき。 

（補助金の返還） 

第２３条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合におい

て既に補助金が認定事業者又は管理者に交付されているときは、期限を定めて

その返還を命ずるものとする。 

（委任） 

第２４条 この要領に定めるもののほか、補助を実施する上で必要な事項は、ま

ちづくり局長が別に定める。 

 

附 則 

この要領は、平成１３年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１９年６月８日から施行する。 
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附 則 

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 
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川崎市高齢者向け優良賃貸住宅の一部の用途の廃止に係る取扱基準 

 

（目的） 

第１条 この取扱基準は、川崎市高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱（以下「要綱」という。）第１３条第

１項第４号に係る高齢者向け優良賃貸住宅の一部の用途の廃止について基準を定める。 

（対象となる住宅） 

第２条 この取扱基準の対象となる住宅は、要綱第３条の規定により認定され、要綱第１１条の規定に

より整備に要する費用の補助が行われた高齢者向け優良賃貸住宅とする。 

（一部の用途の廃止の基準） 

第３条 高齢者向け優良賃貸住宅の一部の用途を廃止することができる基準は、次の各号に該当する場

合とする。 

(1) 管理開始から１０年を経過している住宅であって、社会・経済情勢の変化等により、空家となり

入居者募集のための処置を講じたにもかかわらず、３月以上入居者がないもの 

(2) 要綱第３条第１項第６号に掲げる入居者の入居を阻害せず、住宅の適正かつ合理的な管理に支障

を及ぼさないこと 

(3) 当初の供給計画期間内は、用途の廃止後の利用用途が住宅であること。ただし、用途の廃止後の

用途が、周囲の居住者に安全上及び衛生上又は生活環境を維持する上に悪影響を及ぼす恐れのない

ものは、この限りではない。 

(4) 残り戸数については、１０戸以上を確保していること 

(5) その他住宅の適正管理上必要であると市長が認めるもの 

（市への承認申請の手続き） 

第４条 認定事業者は、前条の基準に適合した高齢者向け優良賃貸住宅について、市長あてに一部の用

途の廃止の承認申請を行うことができるものとする。 

２ 認定事業者は、前項の承認申請を行う場合は、「川崎市高齢者向け優良賃貸住宅の一部用途廃止承認

申請書（様式１）」にその内容を証する書類等を添付して市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、第１項の承認審査の結果、適当と認めるときは承認できるものとし、承認した場合は、第

５条の規定による国土交通省関東地方整備局長あての「地域優良賃貸住宅等の用途廃止承認について

（進達）（様式２）」を進達するものとする。 

（国への承認申請の手続き） 

第５条 認定事業者は、前条の申請が承認された場合は、「地域優良賃貸住宅等の用途廃止承認申請書（様

式３）」にその内容を証する書類等を添付の上、市長を経由して国土交通省関東地方整備局長あてに

用途廃止承認申請の手続きを行わなければならない。 

（承認審査結果の通知） 

第６条 市長は、前条の国土交通省関東地方整備局長の承認審査結果を受けた場合は、「川崎市高齢者向

け優良賃貸住宅の一部用途廃止承認審査結果通知書（様式４）」により、認定事業者あてに通知する

ものとする。 

（供給計画変更の手続き） 

第７条 前条の通知により承認を受けた認定事業者は、要綱第５条の規定による供給計画の変更の手続

きを行い、認定を受けなければならない。 

（一部の用途の廃止の認定事業者の責務） 
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第８条 認定事業者は、一部の用途の廃止の承認を受けたときは、次の各号に留意の上、高齢者向け優

良賃貸住宅の適正な管理に努めなければならない。 

(1) 住宅以外の用途に変更する場合には、入居者全員に対し、住宅以外への用途変更について十分説

明すること。 

(2) 一部用途廃止後の住宅に入居しようとする者に対して、高齢者向け優良賃貸住宅との並存及び制

度の違いについて十分説明を行い、同意を得ること。 

 

附 則 

この取扱基準は、令和５年１１月７日から施行する。
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基礎サービス費 月額　　　　円（税抜）

その他

敷金 　賃料 2 か月分相当分 　　　　　　円

附属設備使用料 　緊急通報システム利用料 月額　　　　円（税抜）

共益費
(月額)

　当月分を

円 当月　　　日まで  

円 当月　　　日まで
預金口座振替

賃料・共益費 支払期限 支払方法

賃 料
(月額)

　当月分を

振替又
は振込

 

　　　　　　令和　　年  　月  　日

(4)賃料等

終期 令和　　年　　月　　日 まで

(3)入居日(期限)

(2)契約期間

始期 令和　　年　　月　　日 から
年間

始期 平成　　年　　月　　日 から

終期 令和　　年　　月　　日 まで

  

高齢者向け優良賃貸住宅としての管理期間

　上水道 　受水槽

 　下水道 　公共下水道

附属施設

　自転車置場

　使用可能電気容量 　( 　 )A

 　ガス 　都市ガス

　洗面設備
 　浴室
部 　シャワー

　給湯設備 

　水洗便所
 
戸 　収納設備

面 積 (それ以外に、バルコニー ）

住

住戸番号 間取り

　台所 　　　　　　　　緊急通報システム

分

 

階建 平成　　年
大規模修繕を
(　　　　　)年

実　　施戸

所在地

建て方 共同建

構造

　　　　　　造 工事完了年

戸数

賃 貸 借 契 約 書頭書

(1)賃貸借の目的物

建
物
の
名
称
・
所
在
地
等

名称
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（本来家賃）



　　令和　　年  　月  　日

極度額 契約時の月額賃料及び共益費の24か月分

(8)特記事項

  本件建物については、川崎市高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱第３条第１項の規定に基づ
き、川崎市長の認定を受けた住宅です。

(7)連帯保証人及び極度額

連帯保証人
　住所　　〒

　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　 電話番号

　氏名　　                             電話番号

　借主との関係

合計　　　　人

緊急時の連絡先

　住所　　〒

(6)借主及び同居人並びに緊急時の連絡先
 借主 同居人

氏 名
 

建物の所有者
　住所　　〒

　氏名　　　　　　　　　　　　　　　   電話番号

管理者
 (社名・代表者)

　住所

　氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

※貸主と建物の所有者が異なる場合は、次の欄も記載すること。

(5)貸主及び管理者

貸主
(社名・代表者)

　住所

　氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

貸主（甲） 住所

氏名

借主（乙） 住所

氏名

連帯保証人 住所

氏名

身元引受人 住所

氏名

 

 

 

 

下記貸主（甲）と借主（乙）は、 頭書（１）に記載する賃貸借の目的物につい
て、賃貸借契約を締結したことを証するため、本契約書２通を作成し、貸主及び借
主が記名押印の上、各自その１通を保有する。
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